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Ⅵ我が国が優先する戦略的なアプローチ

２ 戦略的なアプローチとそれを構成する主な方策

 ⑵ 我が国の防衛体制の強化

エ 防衛装備移転の推進

防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定の

ために、力による一方的な現状変更を抑止して、我が国にとって望ましい安全保

障環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使又は武力による威嚇を

受けている国への支援等のための重要な政策的な手段となる。こうした観点から、

安全保障上意義が高い防衛装備移転や国際共同開発を幅広い分野で円滑に行

うため、防衛装備移転三原則や運用指針を始めとする制度の見直しについて検

討する。その際、三つの原則そのものは維持しつつ、防衛装備移転の必要性、要

件、関連手続の透明性の確保等について十分に検討する。

防衛装備移転を円滑に進めるための各種支援を行うこと等により、官民一体と

なって防衛装備移転を進める。
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国家安全保障戦略（抄）
（2022年12月16日 国家安全保障会議決定・閣議決定）



主な論点 主な改正事項
三原則

※３つの原則
そのものは維持

国家安全保障戦略を踏まえ改正（防衛装備移転の意義の追加、安全保障環境認識のアップデート等）。
運用指針は、安全保障環境の変化や安全保障上の必要性等に応じて改正する旨を明記。

国際共同
開発・生産

（従前）パートナー国との国際共同開発・生産と、パートナー国からの第三国移転は可能。
➡パートナー国が完成品を移転した第三国へ、我が国から部品や技術の直接移転も可能に。

ライセンス
生産品の提供

（従前）米国からのライセンス生産品に係る部品・役務のみが提供可能。
➡米国由来以外も含むライセンス生産品（完成品を含む）をライセンス元国へ提供可能に。
➡ただし、自衛隊法上の武器は、ライセンス元からの更なる提供については、我が国安全保障上の必要性を考慮
して特段の事情がない限り、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への提供は除く。

修理等の役務
（従前）民間事業者が行う修理等の役務提供は米軍向けに限定。
➡米軍以外の安全保障協力関係のある国に対しても、修理等の役務提供を可能に。

部品の移転
（従前）部品であっても、国際開発生産か米国ライセンス品を除き、５類型に該当しない限り、移転できない。
➡「部品」の定義を明確化（※）した上で、安保協力関係のある国に対しては、部品は総じて移転可能に。
※「完成品の一部として組み込まれているものをいう。ただし、それのみで装備品としての機能を発揮できるものを除く。」

５類型
（救難・輸送・警戒・

監視・掃海）

（従前）５類型に必要な武器が移転可能か否かは、具体案件がなかったこともあり、必ずしも明確ではない。
➡本来業務や自己防護に必要な武器の搭載を可能であることの明確化。

被侵略国への
非武器支援

（従前）ウクライナ向け、かつ、自衛隊不用装備品（武器を除く）の無償・低額譲渡に限定。
➡侵略等を受けた国に対し、自衛隊法上の武器には該当しない装備品を移転可能に。

厳格審査 自衛隊法上の武器の移転や第三国移転など、移転類型の多様化を踏まえ、厳格審査の視点を拡充。

審議プロセス
自衛隊法上の武器の直接移転や第三国移転は、国家安全保障会議での審議・公表を基本。
※自衛隊法上の武器を初めて移転する国は、すべて国家安全保障会議で、同様の武器を2回目以降移転する場合も、特に慎
重な検討が必要な場合には、国家安全保障会議で審議

2022年末に策定された国家安全保障戦略や与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチームで合意された
政府への提言を踏まえ、防衛装備移転三原則（閣議決定）・運用指針（国家安全保障会議決定）を見直し。

防衛装備移転三原則・運用指針の見直しの概要（2023年12月22日）
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